
 

 

 

 

あきらめず、挑戦し続ける 

校長  小田 和宏 

夏休み明けが、臨時休業でのスタートとなりました。臨時休業中の健康観察にご協力いただき、

ありがとうございました。９月１日からの学校再開についても、分散での登校になります。保護者の皆

様には、学校再開についての不安もあるかと思いますが、教職員一同、力を合わせて子どもたちの

安全を守る感染防止対策を講じながら、教育活動をすすめていきますので、どうぞ、ご協力とご支援

をよろしくお願いいたします。 

 

さて、この夏は、オリンピック TOKYO２０２０の選手たちの活躍に多くの感動をもらいました。夏休

み前の朝会で、子どもたちにも「オリンピック・パラリンピックが日本で行われるというこの機会に、い

ろいろな競技に関心をもってほしい。」という話をしました。 

個人的には、「決して最後まで諦めない心」を感じた場面が印象に残りました。バスケットボール

女子の準々決勝ベルギー戦。残り１６秒での逆転劇。卓球男女混合ダブルスの準々決勝ドイツ戦の

マッチポイントを取られてからの大逆転勝利。女子柔道 70キロ級準決勝の１６分を超える激闘など。

オリンピックという舞台に立つまでにも様々な苦労や挫折を乗り越え、目標に向かって諦めなかった

選手たちのその気持ちの強さに、見ている私も力をもらえました。 

また、スケートボード女子パークの決勝、最終滑走で大技に挑戦したが、着地に失敗してしまった

選手を、国を超えて他の選手たちが抱え上げ、称え合っている姿に、優しい思いやり、お互いの健闘

を認め合う気持ちを感じ、心が温かくなりました。 

今、まさにパラリンピックの開催中です。選手たちが見せる、困難なことがあってもあきらめずに限

界に挑戦し続ける姿は、子どもたちにとっても多くのことを感じ学びとる機会になると思います。 

 

児童運営委員会の提案によって決まった今年度の高田東小の

テーマは、「にじ  ～伝え合う みんなの思い つなげよう～」です。

いろいろな色がある虹のように、いろいろな考えをもった人がいる

ので、その考えを大切にしようという意味と、その「一人ひとりの意

見」を伝え合い、みんなの考えや意見をつなげていきたいという

思いを表しています。 

緊急事態宣言は 12 日までとなっていますが、それ以降も多 

くの制約が予想されます。そのような困難な状況でも、あきらめずに、子どもたちとともに、気持ちを

つなげて、挑戦し続ける教育活動を進めていきたいと思います。 
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夏休みの延長を終え、学校が分散登校で再開されましたが、変異株の流行により子どもの感染も

多く見られるようになりました。９月以降の学校生活について、緊急事態宣言中は感染対策を徹底

するためにいくつかの変更、約束の追加をしました。以下をご確認ください。 

 

① 臨時時程について 
登 校  ８：１０～ ８：２０ 

健康観察・朝学習  ８：２０～ ８：４０ 

朝 の 会  ８：４０～ ８：５０ 

１ 校 時  ８：５０～ ９：３５ 

２ 校 時  ９：３５～１０：２０ 

チャレンジタイム 1０：２０～１０：４０ 

３ 校 時 １０：４０～１１：２５ 

４ 校 時 １１：２５～１２：１０ 

給 食 １２：１０～１３：００ 

簡単清掃・帰りの会 １３：００～１３：２０ 

完 全 下 校    １３：３０ 
 

② 学校生活について 
対面になるような状況をつくらないこと、マスクを外さなければならないほど呼吸が荒くなるよ

うな活動をしないことが基本的な考え方です。４月に配付した「学校のやくそく」や「高田東小学校

の感染防止や対応について」を併せて確認してください。 

 

〇授業中・・・授業前後の手洗いを更に徹底します。 
 グループでの話し合いなどを避け、学級の文具を共有しないことを徹底する。 

 体育→体育館体育が多くなる見通しのため、マスクは基本的に着用して行う。 
ボール運動（ネット型のもの） 器械運動（マット・跳び箱など）が中心。 

 音楽→鍵盤ハーモニカ、リコーダーは禁止。 マスクを外す活動は行わない。 

 近距離での実験や観察、対面でのグループワークや話し合いはしない。 

〇休み時間・・・緊急事態宣言中は、以下のものを禁止します。 

学級で貸し出しているトランプ・ウノ等・クラスボールの使用・鬼ごっこ遊び 

〇給食中 
申し出があった児童の食後の保健室での歯磨きを中止（矯正などの事情がある方も原則中止） 
 

感染に対する不安や恐れ等の心理的なストレス、体調に関する不安や学校生活における心配事な

ど、ありましたら遠慮なくご相談ください。 

また、スクールカウンセラー森先生によるカウンセリングもぜひご活用ください。 

～９月のカウンセラー来校予定～   ※事前に電話でご連絡ください。 

９月３日（金）  １３：４５～１６：３５  ９月２４日（金）  ９：００～１１：５０ 

９月１０日（金）  ９：００～１１：５０  ９月３０日（木） １３：４５～１６：３５ 

９月１７日（金） １３：４５～１６：３５            

９月の保健目標  規則正しい生活をしよう 

９月の生活目標  みんなで力を合わせよう 

生活しようう  

【登校について】 
 分散登校期間中は、登校班での登校

にはなりませんが、昇降口での密を避

けるため、これまでの登校班の出発時

刻を目安にしてください。 

 登校班の仲間や近くの友達と一緒に

登校するなど、安全のための工夫をお

願いします。 

 通常の登校班等の見守り活動は、難

しい状況になりますが、可能な範囲で、

子どもたちの様子を見守っていただけ

たらと思います。 



 

 

 

 

【分散登校期間中の出席の取り扱い】 

◇ 分散登校の間、登校しない家庭学習の日は、「校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、

「出席停止・忌引き等の日数（ト書き）」にし、欠席扱いにはなりません。 

【新型コロナワクチンの接種に伴う出欠等の取扱い】 

これまでお伝えしている、コロナウイルスの陽性反応が出た場合、PCR 検査を受けた場合、濃

厚接触者となった場合などに加え、【新型コロナワクチンの接種に伴う出欠等の取扱い】について

お知らせします。 

（１） 児童が医療機関等においてワクチン接種を受ける場合の出欠の取扱い 

「出席停止・忌引き等の日数（ト書き）」（理由は「新型コロナ感染症予防」）として、欠席

扱いにはなりません。 

（２）副反応が出た場合の児童生徒の出欠の取扱い 

   副反応であるかに関わらず、接種後、児童生徒に発熱等の風邪の症状が見られるときには、

「出席停止・忌引き等（ト書き）」（理由は「新型コロナ感染症予防」）として、欠席扱いに

はなりません。ワクチン接種の後でも、副反応かどうかは判断できないので、風邪の症状が

あった場合には、登校を控えるようにお願いいたします。 

【給食費減額措置について】 

緊急事態宣言期間中、感染防止対策を講じていきますが、ご家庭によっては、給食の喫食を控え

たいという場合もあるかと思います。新型コロナウイルス感染予防の場合は、４日以上連続して給

食を喫食しないときに、給食費の減額措置ができます。（その他の理由は、「１４日以上」になります。） 

ただし、事前の申請が必要になりますので、希望の場合は、喫食を控える日の前日までに、「学校

給食減額連絡票（※）」にて学校へご連絡ください。   

（※）横浜市の HP にフォームがありますので、それを使っていただくか、学校にお問い合わせください。 

◆給食を食べずに下校する場合は、早退扱いになるため保護者の方のお迎えが必要になります。 

 

なお、緊急受入れに参加しない児童は、分散登校による家庭学習の日数分は喫食しないので、給

食費が減額になりますのでご承知おきください。（減額分は３月の請求額で調整の予定です。） 

【学校行事等の変更について】 

 緊急事態宣言、分散登校等の対応に伴い、次の行事・予定について変更しますので、ご承知おきく

ださい。 

◆４年生道志村宿泊体験学習 １２月１４日（火）～１２月１５日（水）に延期  

※延期に伴い次のように変更します。 

 ９月１３日（月） 分散登校の予定通り、B グループは登校日、Aグループは家庭学習日 

 ９月１４日（火） 給食あり ６時間授業（分散登校等の措置が継続する場合は、変更します） 

◆授業参観 ９月１６日、９月１７日、９月２２日 → 中止します。 

【タブレット端末を活用した取組について】 

子どもたちは、一人一台配付されたタブレット端末を持ち帰り、家庭学習に取り組みます。運用開始

にあたり、タブレット端末の操作や情報モラルについて指導しますが、このような状況は、教職員も児

童も初めての取組になります。そのため、操作に戸惑ったり活動がスムーズに進まなかったりすること

もあるかと思います。その際、ご家庭での支援をお願いする場面も出てくると思いますが、子どもたち

の学びを進めていくために、ご理解とご協力をお願いいたします。 

【出欠確認・健康観察について】 

臨時休業期間中、オンラインツール「ロイロノート・スクール」による健康観察にご協力いただい

た保護者の皆様、ありがとうございました。この３日間の提出状況から、このまま継続して運用する

のは困難であると判断しました。 

つきましては、９月１日より、以前のように、出欠確認については電話連絡（きょうだいの場合は

連絡帳も可）、健康観察は健康観察票の提出で行います。 

ただし、９月２日～９月１３日は隔日の登校になります。家庭学習の日には、提出はしませんが、

体温等の記入はしておいてください。緊急受入れで登校する場合は、これまで通り健康観察票を持た

せてください。 
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